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(57)【要約】
【課題】従来と同等以上の施工性や納まり効率を保持し
つつ、軸組と断熱内壁パネルとの間に熱橋が生じるのを
回避して、より高い断熱性能を発揮しうる内壁構造を提
供する。
【解決手段】軽量形鋼材からなる縦横桟材２１、２２を
枠組みした内壁下地枠２の屋外側に防湿シート３とフィ
ルム包装した断熱材４とを貼設してなる断熱内壁パネル
１を鉄骨軸組躯体の屋内側に建て込むに際して、内壁下
地枠２を躯体から離隔させるとともに、内壁下地枠２の
縦桟材２１が躯体の柱材６に対してずれるように配置し
、躯体と内壁下地枠２との間に断熱材４を、躯体の柱位
置でも途切れないように介装する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄骨軸組躯体の屋内側に断熱内壁パネルを建て込んで内壁下地となす内壁構造において
、
　上記断熱内壁パネル（１）は、軽量形鋼材からなる縦横の桟材を矩形に枠組みして形成
した内壁下地枠（２）の屋外側に防湿シート（３）を貼設し、さらにその屋外側にフィル
ム包装した変形可能な断熱材（４）を貼設したものであり、
　上記内壁下地枠（２）が上記躯体から屋内側に離隔して建て込まれるとともに、上記内
壁下地枠（２）を構成する縦桟材（２１）が上記躯体の柱位置に対し壁長方向にずれて配
置され、上記躯体と内壁下地枠（２）との間に上記断熱材（４）が、躯体の柱位置で途切
れず壁長方向に連続して介装されることを特徴とする内壁構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の内壁構造において、
　内壁下地枠（２）は、その下辺部及び上辺部が床面（８２）や梁下に固定されることに
より、躯体から離隔した状態で自立的に保持されることを特徴とする内壁構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の内壁構造において、
　内壁下地枠（２）は、左右一対の縦桟材（２１、２１）と上下一対の横桟材（２２、２
２）とを枠組みしてなる枠内に、上記縦桟材（２１）よりも小幅の中桟材（２３）が、上
記縦桟材（２１）と屋内側の側面を揃えて接合されてなり、上記縦横桟材（２１、２２）
及び中桟材（２３）の屋外側の側面に沿って防湿シート（３）が貼設されていることを特
徴とする内壁構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の内壁構造において、
　防湿シート（３）よりも屋内側に位置する内壁下地枠（２）の枠内領域に、第二の断熱
材（５）が充填されたことを特徴とする内壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の建築物における内壁構造に関し、特に、鉄骨軸組躯体を有する建築
物の外周壁に面して躯体の屋内側に断熱内壁パネルを建て込むことにより構成される高断
熱型の内壁構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅その他の一般的な建築物に採用される高断熱型の内壁構造として、鉄骨軸組躯体の
屋内側に、枠体と断熱材とを一体化した断熱内壁パネルを建て込んで、その屋内側に石こ
うボードや壁紙等の内壁仕上げ材を施工する構造が知られている。本出願人も、その種の
断熱内壁パネルや、該パネルを利用した内壁構造の施工技術を、特許文献１～６等におい
て提案し実用化している。
【０００３】
　それらのうち、特許文献１、２に開示された技術は、木材からなる桟材を矩形に枠組み
して木製の内壁下地枠を構成し、その屋外側に、例えばアルミニウム蒸着した樹脂フィル
ム等からなる防湿シートを貼設し、さらに、その屋外側に、グラスウールやロックウール
等からなる繊維状の断熱材を樹脂フィルム等からなる袋体に封入したものを重ねて断熱内
壁パネルを構成するものである。そして、その断熱内壁パネルを、鉄骨軸組構造からなる
躯体の屋内側に建て込み、上記断熱材を軸組躯体と断熱内壁パネルとの間に挟み込むよう
にして、高い断熱性能を確保している。
【０００４】
　また、特許文献３、４に開示された技術は、上記特許文献１、２に開示された断熱内壁
パネルを構成する木製の桟材を、薄板軽量形鋼材等からなる金属製の桟材に置き換えたも
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のであり、これによって施工性や施工品質の改善、部材規格の標準化等を図っている。
【０００５】
　また、特許文献５、６に開示された技術は、上記特許文献１～４に開示された断熱内壁
パネルを、鉄骨軸組躯体から若干、離隔させた状態で軸組の柱材に固定するための取付部
材に関するものである。
【特許文献１】特開平１０－２３７９７６号（特許第３６３４１０２号）公報
【特許文献２】特開平１０－２６６４１７号（特許第３５７１４８４号）公報
【特許文献３】特開平１０－２８０５８４号（特許第３５０６８７３号）公報
【特許文献４】特開平１０－２８０５８７号（特許第３５７１４８９号）公報
【特許文献５】特開２００３－１９３５８３号（特許第３８７８０１７号）公報
【特許文献６】特開２００３－１９３５９２号（特許第３９４２８９２号）公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来の内壁構造では、断熱内壁パネルを構成する内壁下地枠が、金属製の取付部材
を介して、躯体を構成する軸組の柱材に固定される。したがって、内壁下地枠の幅方向の
割り付けが躯体の柱割（柱材の配置間隔）に拘束されることとなって、これが設計・施工
上の制約となるおそれがある。
【０００７】
　そして、断熱内壁パネルが躯体から若干、離隔して設けられるにしても、躯体の柱材と
内壁下地枠とを連結する取付部材を介して熱橋が形成され、これが断熱設計上の弱点とな
る。内壁下地枠の桟材に、木材よりも熱伝導率の高い薄板軽量形鋼材を用いる場合はなお
さらである。
【０００８】
　断熱性能を高めるために、例えば、軸組と内壁下地枠との間隔を拡げて、その間に挟み
込む断熱材の厚みを増すことも考えられるが、軸組と内壁下地枠との間隔をむやみに拡げ
ると、壁全体の納まり寸法が厚くなり、その分、屋内側のスペースが圧迫されてしまう。
【０００９】
　近年では、省エネルギーに対する要求が厳しくなり、一般住宅等においても高い水準の
断熱性能が求められるようになっている。そこで、本発明は、従来と同等以上の施工性や
納まりにおけるスペース効率を保持しつつ、躯体と断熱内壁パネルとの間に熱橋が生じる
のを回避して、より高い断熱性能を発揮しうる内壁構造を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記した目的を達成するため、本発明は、鉄骨軸組躯体の屋内側に断熱内壁パネルを建
て込んで内壁下地となす内壁構造において、上記断熱内壁パネル（１）は、軽量形鋼材か
らなる縦横の桟材を矩形に枠組みして形成した内壁下地枠（２）の屋外側に防湿シート（
３）を貼設し、さらにその屋外側にフィルム包装した変形可能な断熱材（４）を貼設した
ものであり、上記内壁下地枠（２）が上記躯体から屋内側に離隔して建て込まれるととも
に、上記内壁下地枠（２）を構成する縦桟材（２１）が上記躯体の柱位置に対し壁長方向
にずれて配置され、上記躯体と内壁下地枠（２）との間に上記断熱材（４）が、躯体の柱
位置で途切れず壁長方向に連続して介装されることを特徴とする。
【００１１】
　すなわち、この発明は、内壁下地枠（２）を鉄骨軸組躯体から離隔させ、かつ、内壁下
地枠（２）の縦桟材（２１）を躯体の柱位置からずらすことによって、内壁下地枠（２）
の施工性を高めるとともに、躯体と内壁下地枠（２）との間に熱橋が形成されるのを回避
しようとしたものである。この構成によれば、躯体の柱材（６）と内壁下地枠（２）との
間に従来のような取付部材が介在しなくなるので、断熱材（４）を、躯体の柱位置で途切
れさせることなく、躯体の屋内側に連続的に配設することが可能になる。防湿シート（３
）は内壁下地枠（２）の屋外側に貼設されているので、内壁下地枠（２）の建て込みに際
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しては、防湿シート（３）を破ることなく、屋内側から縦横桟材（２１、２２）の固定作
業を行うことができる。
【００１２】
　この発明における内壁下地枠（２）は、そのその下辺部及び上辺部が床面（８２）や梁
下に固定されることにより、躯体から離隔した状態で自立的に保持されるものとすること
ができる。この構成により、断熱性能はさらに向上する。この発明において、床面（８２
）や梁下に対する内壁下地枠（２）の固定手段は特に限定されるものではなく、例えば、
上記特許文献１～３等に開示された公知の固定金具等を利用することができる。
【００１３】
　上記構成における内壁下地枠（２）は、左右一対の縦桟材（２１、２１）と上下一対の
横桟材（２２、２２）とを枠組みしてなる枠内に、上記縦桟材（２１）よりも小幅の中桟
材（２３）が、上記縦桟材（２１）と屋内側の側面を揃えて接合されてなり、上記縦横桟
材（２１、２２）及び中桟材（２３）の屋外側の側面に沿って防湿シート（３）が貼設さ
れているものとするのが好ましい。
【００１４】
　この構成によれば、内壁下地枠（２）の枠内における屋外側に、縦桟材（２１）の幅と
中桟材（２３）の幅との差分に相当する厚さの余裕スペースが形成される。この余裕スペ
ースを利用して断熱材（４）を配設すれば、内壁下地枠（２）を鉄骨軸組躯体から必要以
上に離隔させなくても、断熱材（４）の厚さを十分に確保することができる。
【００１５】
　なお、上記構成における横桟材（２２）については、縦桟材（２１）と同程度の幅の部
材を用いることもできるが、中桟材（２３）と同じ小幅の部材を用いて、縦桟材（２１）
と屋内側の側面を揃えるように接合するのが、より好ましい。このような構成によると、
横桟材（２２）を躯体から離隔させる納まりが容易になるので、断熱性能の更なる向上が
期待できる。
【００１６】
　さらに、本発明において、上記内壁下地枠（２）の枠内における屋内側、つまり防湿シ
ート（３）よりも屋内側に位置する内壁下地枠（２）の枠内領域に、防湿シート（３）を
挟んで、上記断熱材（４）とは別体の第二の断熱材（５）を追加的に充填することもでき
る。これによれば断熱性能はさらに向上し、特に、屋内側の冷気によって生じる夏型結露
の発生も防止しやすくなる。
【発明の効果】
【００１７】
　上述のように構成される本発明の内壁構造は、内壁下地枠を鉄骨軸組躯体から離隔させ
るとともに、内壁下地枠の縦桟材を躯体の柱位置からずらして配置することによって、躯
体と内壁下地枠との間に熱橋が形成されるのを防ぎ、かつ、躯体と内壁下地枠との間に介
装される断熱材の十分な厚みと連続性を確保して、壁全体としての断熱性能を飛躍的に向
上させることができる。また、内壁下地枠の建て込みは躯体の柱割に拘束されなくなり、
屋内側から防湿シートを破ることなく建て込み作業をを行うことができるので、良好な施
工性も担保される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態に係る断熱内壁パネルの概略構成を示している。また、図２
は、同断熱内壁パネルを施工した内壁構造を水平方向の詳細断面によって示し、図３は、
同じく縦方向の概略断面によって示している。
【００２０】
　断熱内壁パネル１は、縦横の桟材を矩形に枠組みして形成した内壁下地枠２と、その屋
外側に貼設される防湿シート３と、さらにその屋外側に重ねて貼設される断熱材４とによ
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って構成される。
【００２１】
　内壁下地枠２は、左右一対の縦桟材２１、２１と、上下一対の横桟材２２、２２とを枠
組みしてなる枠内に、１本乃至数本の中桟材２３を接合して形成されている。例示形態に
おいて、縦桟材２１には、薄板軽量形鋼材からなる矩形閉断面の部材であって、その見込
方向の幅が概ね４０～５０ｍｍ程度の部材が用いられている。また、横桟材２２及び中桟
材２３には、薄板軽量形鋼材からなる矩形断面の部材であって、その見込方向の幅が縦桟
材２３の略１／２乃至２／３程度である部材が用いられている。縦桟材２１、横桟材２２
及び中桟材２３は、それらの屋内側の側面を揃えて枠組みされ、横桟材２２及び中桟材２
３の両端部が、例えば薄鋼板を屈曲形成してなる連結金具２４等を介して、縦桟材２１の
側面に接合されている。ただし、縦桟材２１又は横桟材２２のいずれか一方に溝形断面の
軽量形鋼材を利用し、その溝内に他方の部材の端部を挿入して接合するなどの形態によっ
て内壁下地枠２が形成されてもよい。
【００２２】
　防湿シート３には、例えば、アルミニウム蒸着したポリエチレンフィルムやポリプロピ
レンフィルム、その他これに類するガス透過性の低い合成樹脂のラミネートフィルムなど
、防湿性を有する素材が利用される。その防湿シート３が、上記内壁下地枠２を構成する
縦横桟材２１、２２及び中桟材２３の側面に沿うようにして、内壁下地枠２の屋外側全面
にわたり貼設される。防湿シート３の貼設手段としては、防湿シート３に穴を開けない両
面テープや接着剤等が好適に利用される。
【００２３】
　断熱材４は、例えばグラスウールやロックウール等の断熱性繊維材料をフィルム包装し
て変形可能にしたものである。包装材料にはポリエチレンフィルム等を利用することがで
きるが、上述した防湿シート３と同じフィルム材料を、少なくとも内壁下地枠２に接する
側に用いれば、それ１枚で防湿シート３の機能も兼ねさせることができる。断熱材４の貼
設手段としても、両面テープや接着剤等が好適である。
【００２４】
　内壁下地枠２に貼設される断熱材４の大きさに関しては、高さが、内壁下地枠２の上辺
部よりも上方にはみ出して、上側の横桟材２２と梁材７との間隙を充分に被覆することが
できる程度が望ましい。横幅は、少なくとも内壁下地枠２の横幅と同等以上であることが
望ましいが、本発明においては、後述するように、内壁下地枠２の割付けが躯体の柱割と
は無関係になり、また、断熱材４が躯体と内壁下地枠２との間に途切れることなく連続的
に介装されることになるので、断熱材４の横幅と内壁下地枠２の横幅との間に、特に寸法
的な関連性を設ける必要はない。
【００２５】
　図２において、符号６は鉄骨軸組躯体を構成する柱材である。柱材６は、例えば図示の
ようなリップ溝形鋼材を２本、背合わせに結合した部材やＨ形鋼材等によって形成されて
いる。また、図３において、符号７は、躯体を構成する梁材であり、これにはＨ形鋼等が
用いられている。ただし、本発明において躯体を構成する各部材の詳細な断面形状は特に
限定しない。
【００２６】
　断熱内壁パネル１の施工に際しては、図３に示すように、まず、躯体の外側に外壁パネ
ル８１を施工しておき、躯体の内側には床面８２を施工しておく。そして、断熱内壁パネ
ル１を床面８２上に立設させ、内壁下地枠２の枠内から下辺の横桟材２２を床面８２にビ
ス打ちするなどして固定する。また、上辺の横桟材２２を、適宜の固定金具８３等を介し
て、梁下に固定する。図３に示した固定金具８３は、上記特許文献１～３等に開示された
固定金具と同様のもので、詳細な図示は省くが、内壁下地枠２の上辺の横桟材２２に上方
から嵌装される溝形本体部と、梁材７の下フランジの屋内側縁部に噛み込む固定部とがボ
ルトを介して連結され、ボルトの回動調整によって内壁下地枠２の建ち調整を行うことが
できる。これ以外の固定手段も、もちろん利用可能である。
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【００２７】
　本発明の要部は、上述した内壁下地枠２の施工に際して、内壁下地枠２を躯体から離隔
させるとともに、内壁下地枠２の縦桟材２１を躯体の柱材６に対し壁長方向にずらして建
て込む点にある。図２に示したように、内壁下地枠２を躯体から間隔Ａだけ離し、かつ、
内壁下地枠２の縦桟材２１と躯体の柱材６とをずらして建て込んだ場合、躯体の柱材６の
屋内側には、間隔Ａと間隔Ｂとを合わせたクリアランスが確保される。ここで間隔Ｂは、
内壁下地枠２における縦桟材２１と中桟材２３との見込寸法の差であり、例示形態では１
０～２５ｍｍ程度を想定している。また、間隔Ａについては、２０～３０ｍｍ程度を想定
しており、したがって例示形態の場合、間隔Ａと間隔Ｂとを合わせたクリアランスは３０
～５５ｍｍ程度になる。
【００２８】
　このようにして躯体の屋内側に形成されるクリアランススペースには、柱材６と内壁下
地枠２とを連結する取付金具の類は介在せず、該スペースは上下方向にわたり一様にオー
プンである。したがって、該スペースには、例えば６０～７５ｍｍ程度の厚みにフィルム
包装された断熱材４を、若干、圧縮して介装することが可能になる。断熱材４は、躯体の
柱材６に面しない位置では屋外側に膨出しながら、躯体と内壁下地枠２との間に、途切れ
なく連続するように配設される。隣接する断熱材４同士は、図示しない適宜箇所で互いに
貼着されるが、その継ぎ目の位置は特に制約されない。
【００２９】
　こうして、躯体と内壁下地枠２との間に２０～３０ｍｍ程度の間隔Ａを確保するだけで
、そこに、実質的には該間隔Ａの２倍又はそれ以上の厚さの断熱材４を配設することが可
能になる。しかも、躯体と内壁下地枠２との間には熱橋となり得る部材が介在しないので
、壁全体としての断熱性能は飛躍的に向上する。もちろん、躯体と内壁下地枠２との間隔
や断熱材４の種類、厚み等を変更することにより、特殊な気象条件の地域にも柔軟に対応
することができる。
【００３０】
　また、内壁下地枠２の建て込みが躯体の柱割に拘束されなくなるので、設計面や施工面
での自由度も大きくなる。防湿シート３は内壁下地枠２の屋外側に貼設されているため、
内壁下地枠２を床面８２上に建て込んで固定する作業や、隣接する内壁下地枠２同士を相
互に綴る作業は、屋内側から防湿シート３を破らずに行うことができる。
【００３１】
　防湿シート３よりも屋内側の枠内領域は、壁内の配線や配管スペースとして利用するこ
とも可能であり、それらの工事に際しても防湿シート３を破らずに済む。さらに、該屋内
側の枠内領域に、上記断熱材４とは別体の第二の断熱材５を、防湿シート３を挟むように
して追加的に充填することもできる。これによれば断熱性能はさらに向上し、例えば屋内
側の冷気によって生じる夏型結露も確実に防止することができる。
【００３２】
　なお、躯体の隅部等にあっては、柱材６と内壁下地枠２の縦桟材２１の位置が揃ってし
まい、その間に断熱材４を介装しうるだけの間隙が確保できない、ということも部分的に
は生じ得る。しかし、そのような特殊部位を除く真っ直ぐな壁面の一般部で、少なくとも
躯体や内壁下地枠２の割付け２スパン分以上にわたって、上記のように断熱材４が途切れ
なく介装される内壁構造を実現することができれば、断熱性能は従来に比して大幅に向上
する。
【００３３】
　このようにして躯体の屋内側に断熱内壁パネル１を施工した後は、内壁下地枠２の屋内
側の表面に石膏ボード等の内壁下地材や壁紙等の内装仕上材８４が施工される。また、梁
材７の内側にも断熱材８５が介装され、内壁下地枠２の上辺近傍には野縁８６や天井パネ
ル８７等が施工される。床面８２にはフローリング材等の床仕上材８８等が貼設される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
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【図１】本発明の実施形態に係る断熱内壁パネルの概略構成を示した分解斜視図である。
【図２】上記断熱内壁パネルを施工した内壁構造の水平方向詳細断面図である。
【図３】上記断熱内壁パネルを施工した内壁構造の縦方向概略断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　断熱内壁パネル
２　内壁下地枠
２１　縦桟材
２２　横桟材
２３　中桟材
３　防湿シート
４　断熱材
５　第二の断熱材
６　柱材

【図１】 【図２】
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